第６号様式（第７条関係）
年　　月　　日

道路後退用地等無償使用承諾書兼誓約書


葉 山 町 長

（土地所有者）
住所　　　　　　　  　　 　　　　　　　 　　　　　
氏名　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　実印　
電話番号　　　　  　（　　　　　）　　　　　 　 　

葉山町狭あい道路拡幅整備要綱第７条第１項の規定により、次の道路後退用地等を葉山町が公衆用道路として整備し、無償で使用することを承諾します。また、誓約事項について遵守することを誓約します。
	道路後退用地等の所在地
	葉山町

	支障物件の有無
	□なし
□あり 　□擁壁　 □門　 □塀　 □柵　 □立木　 □生垣
□その他【　　　　　　　　　　　　　　　　    】
※　　　　　年　　月に撤去等工事完了予定

	狭あい道路との高低差
	□なし
□あり （　　　　　ｍ ）※　　　　　年　　月頃に解消予定

	添付書類
	土地の登記事項証明書（協議申請書提出時より変更がある場合）
公図写し、印鑑登録証明書、資格証明書（法人の場合）
道路後退線等の位置が確認できる配置図・求積図
委任状（代理人を定める場合）
同意書（所有権以外の権利が設定されている場合）



【誓約事項】
１　道路後退用地等における通行及び維持管理の支障となる行為はいたしません。
２　道路後退用地等について、その整備された状態を維持し、形状を変更いたしません。
３　道路後退用地等を道路として無償使用する期間は、支障物件撤去等工事が完了した日か　ら当該道路の使用目的（建築基準法第42条第２項）が存続するまでの期間であることを承知しています。
４　隣地との境界に関する問題は、自らが責任を持って解決します。
５　整備を行った範囲は、建築基準法に基づく後退線及び道路後退用地として、葉山町が担保するものではないこと、また、今後、境界確定等により確定する後退用地の範囲と異なる可能性があることを承知しています。
[bookmark: _Hlk222325664]６　道路後退用地等の所有権（所有権以外の権利が設定されているときは、それらの権利を含む。）に移転が生じるときは、その旨を町長に届け出るとともに、本無償使用承諾及び誓約事項の遵守を当該移転の相手方に継承します。
